令和８年度公募に係る審議会等資料
	審議会等の名称
	審議会等の目的等
	任期等

	①四万十市防災会議委員及び四万十市水防協議会委員
【審議会等の内容についての問い合わせ先】
地震防災課地震防災係
℡35-2044
	災害対策基本法の規定による「四万十市防災会議」、水防法の規定による「四万十市水防協議会」の委員となります。
おもに、地域防災計画の作成及び実施の推進について協議します。その他、災害時の情報収集、各機関の連絡調整、非常災害における緊急措置の計画及び実施の推進等を行います。
今回、１名を公募委員として選任する予定です。会議は、年１回程度（次回令和９年３月予定）で、両会議は同時開催の予定です。
	【任期】
令和８年10月１日～令和10年９月30日
（２年間）

【選考結果通知時期】
令和８年９月末頃

	②四万十市立児童館運営協議会委員
【審議会等の内容についての問い合わせ先】
子育て支援課　児童館長
℡34-1801
	四万十市立児童館の適正な運営を図るため必要な事項を年１回程度７月ごろに協議を行います。
（協議会の主な議事等）
　前年度の事業実績　当年度の事業計画
委員の定数は、15名以内で市民代表６人以内、教育関係者３人以内、学識経験者２人以内、市の職員４人以内の中から委嘱・任命することとなっています。現在、地元区長、民生委員、更生保護女性会、小中学校長、主任児童委員、子育て団体、市関係４課が選任されており、今回１人を公募委員として選任する予定です。

	【任期】
令和８年５月１日
～令和10年４月30日
（２年間）

【選考結果通知時期】
令和８年４月下旬頃


	③四万十市人権尊重の社会づくり協議会委員

【審議会等の内容についての問い合わせ先】
人権啓発セン
ター　34—5751
	人権尊重の社会づくりに関する事項に関し、必要に応じ市長に意見を述べます。
本協議会の定員は16人以内で、公共的団体等の代表８人以内、人権問題に関し知識及び経験を有する者４人以内、一般公募による市民４人以内で市長が委嘱し、又は任命することとなっています。
今回、市民を代表する者として、４人を公募委員として選任する予定です。
　会議の開催は、令和８年度は、次期計画策定のため、２回程度（時期未定）の予定です。
（参考）令和６年度１回（２月）、令和７年度１回（10月）

	【任期】
令和８年11月１日
～令和11年10月31日
（３年間）


【選考結果通知時期】
令和８年10月上旬頃





	審議会等の名称
	審議会等の目的等
	任期

	④四万十市まち・ひと・しごと創生会議

【審議会等の内容についての問い合わせ先】
企画広報課企画調整係
34—1129
	本市における少子高齢化の進展に的確に対応し、人口減少に歯止めをかけるとともに、地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある、魅力あふれる地域社会を創生するための施策を総合的かつ計画的に実施するための四万十市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び推進にあたり、専門的見地から意見を聴取するものです。
委員の定数は、15人以内で、産業界関係者、行政機関関係者、学識経験者、金融機関関係者、労働団体関係者、報道機関関係者、その他市長が必要と認める者の中から市長が委嘱することとなっており、今回１人を公募委員として選任する予定です。
会議の開催は、年１回（３月）の予定です。

	【任期】
令和８年８月１日
～令和10年３月９日




【選考結果通知時期】
令和８年７月上旬頃


	⑤幡多公設地方卸売市場運営審議会

【審議会等の内容についての問い合わせ先】
観光商工課商工・雇用対策係
34—1126
	幡多公設地方卸売市場（以下「市場」という。）の適正な運営を図るため、市長の諮問に応じ、市場の管理運営に関する重要な事項、市場の経営戦略に関する事項等について審議し意見を述べます。

委員の定数は16人以内で、市場に精通する市場関係者（卸売業者、買受人、附属営業人）、生産者、消費者、市職員、知識及び経験を有する者より、それぞれ代表者を市長が委嘱又は任命することとなっています。
今回、消費者代表として公募委員を２名選任する予定です。
会議の開催は年１回（６月頃）の予定です。
（令和８年度は経営戦略の改定を予定しているため、２回程度（６月頃・３月頃）開催予定）
	【任期】
令和８年４月１日
～令和10年３月31日
（２年間）



【選考結果通知時期】
令和８年３月下旬


	⑥男女共同参画推進協議会

【審議会等の内容についての問い合わせ先】
生涯学習課人権教育係
34—6299
	　本市における男女共同参画社会の実現を目指して、男女共同参画の推進に関する基本的事項及び重要事項に関することや、男女共同参画計画の策定、見直し及び推進に関することを調査・審議していただきます。

　委員の定数は16人以内で、公共的団体等の代表８人以内、男女共同参画に関し知識及び経験を有する者４人以内、一般公募による市民４人以内で教育委員会が委嘱し、又は任命することとなっており、今回、４人を公募委員として選任する予定です。

会議の開催は年２回（８月頃、２月頃）の予定です。
	【任期】
令和８年８月11日
～令和10年８月10日
（２年間）

【選考結果通知時期】
令和８年７月

	⑦四万十市下水道審議会

【審議会等の内容についての問い合わせ先】
上下水道課下水道係
34—1126
	将来にわたり安心・安全で持続可能な下水道事業の運営を図るため、下水道事業の運営に関する重要な事項について、下水道事業管理者の諮問に応じ、より幅広い視点から調査審議し意見を述べます。
委員の定数は、９人以内で、学識経験のある者の中から５人以内、下水道使用者から４人以内を管理者が委嘱することとなっています。今回、下水道使用者の中から１人を公募委員として選任する予定です。
会議は、年度内に２回の開催を予定しています。
	【任期】
　委嘱した日から答申まで（令和８年７月１日～令和８年11月30日を予定）
【選考結果通知時期】
令和８年６月上旬頃

	⑧廃棄物減量等推進審議会

【審議会等の内容についての問い合わせ先】
環境生活課
四万十川・環境係
℡34-6126
	生活環境の保全と公衆衛生の向上、循環型社会の構築のため、一般廃棄物（ごみと生活排水）の発生抑制、資源化の推進、適正処理に関する「一般廃棄物処理基本計画」について、四万十市の諮問に応じ、審議し意見を述べます。
委員の定数は、15人以内で、市民及び事業者並びに知識経験を有する関係機関の中から市長が委嘱することとなっています。
今回、市民を代表する者として、１人を公募委員として選任する予定です。
	【任期】
令和８年11月１日
～令和10年10月31日
（２年間）
【選考結果通知時期】
令和８年10月上旬


	⑨四万十市健康増進計画策定委員会
【審議会等の内容についての問い合わせ先】
健康推進課
健康増進係
℡34-1115
	健康増進計画（食育計画、歯と口の健康づくり基本計画、自殺対策計画を含む）をより効果的かつ実効性のあるものとするため、進捗状況の検証、評価並びに計画の修正、追加にかかる検討等にあたり、関係する機関及び団体等から意見を聴取し、協議するものです。
　委員の定数は、13人以内で、食育関係、産業関係、医療関係、教育関係、地域福祉関係、関係行政機関の中から市長が委嘱することとなっており、今回1人を公募委員として選任する予定です。
会議の開催は、年１回（７月）の予定です。
	【任期】
令和８年７月１日～
令和10年６月30日
（２年間）

【選考結果通知時期】
令和８年６月上旬

	⑩四万十市四万十川風景づくり審議会委員


【審議会等の内容についての問い合わせ先】
環境生活課
四万十川・環境係
℡34-6126

	四万十川の保全及び振興並びに風景づくりに関する基本的事項及び重要事項に関する四万十市の諮問に応じ、調査審議し意見を述べます。
（協議会の主な議事等）
（１）四万十川の保全及び振興に関する重要事項
（２）景観計画の策定
（３）四万十川の自然と風景を守り育むために必要な事項
委員の定数は、20人以内で、市民及び行政機関の職員並びに学識経験のある者の中から市長が委嘱することとなっています。
今回、市民を代表する者として、１人を公募委員として選任する予定です。
審議会の意見を聴取すべき事案の発生に応じて、随時会議を開催する予定です。
	【任期】
令和９年３月１日
～令和11年２月28日
（２年間）

【選考結果通知時期】
令和９年２月上旬








